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 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ３ 年 ７ 月 21 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 49 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を  

   改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年 ３ 月 横

浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 目 次 中 「 ・ 第 69 条 」 を 「 ― 第 69 条 」 に 、 「 第 72 条 の ４ 」 を 「 第 72

条 の ５ 」 に 改 め る 。  

 第 13 条 第 １ 項 第 12 号 中 「 除 去 」 を 「 除 却 」 に 改 め る 。  

 第 33 条 第 ２ 項 第 ２ 号 ア 及 び イ を 次 の よ う に 改 め る 。  

  ア  当 該 排 出 ガ ス 量 が  40,000 立 方 メ ー ト ル 以 上 の 排 煙 発 生 施 設

（ ウ に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） に お い て は 、 当 該 排 出 ガ ス 量 及

び 窒 素 酸 化 物 の 濃 度 を ２ 月 に １ 回 以 上 そ れ ぞ れ 測 定 す る こ と

。 た だ し 、 当 該 排 煙 発 生 施 設 の う ち 、 大 気 汚 染 防 止 法 第 ５ 条

の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 工 場 等 に 設 置 さ れ る ば い 煙 発 生 施

設 に お い て は 、 当 該 排 出 ガ ス 量 を ２ 月 に １ 回 以 上 及 び 窒 素 酸

化 物 の 濃 度 を 常 時 測 定 す る こ と 。  

  イ  当 該 排 出 ガ ス 量 が  40,000 立 方 メ ー ト ル 未 満 の 排 煙 発 生 施 設

（ ウ に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） に お い て は 、 当 該 排 出 ガ ス 量 及

び 窒 素 酸 化 物 の 濃 度 を ６ 月 に １ 回 以 上 そ れ ぞ れ 測 定 す る こ と

。  

 第 33 条 第 ２ 項 第 ２ 号 ウ 中 「 ア 及 び イ の 規 定 に か か わ ら ず 、 」 を 「

大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 別 表 第 １ の ２ の 項 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 「 う ち

」 の 次 に 「 、 水 蒸 気 改 質 方 式 の 改 質 器 で あ っ て 水 素 （ 温 度 が 零 度 で

あ っ て 、 圧 力 が １ 気 圧 の 状 態 に 換 算 し た も の を い う 。 第 ４ 号 イ (ウ) に

お い て 同 じ 。 ） の 製 造 能 力 が 毎 時  1,000 立 方 メ ー ト ル 未 満 の 施 設 （

気 体 状 の 燃 料 及 び 原 料 の み を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 及 び 」 を 加 え

、 「 あ っ て 」 を 「 お い て 」 に 改 め る 。  

 第 33 条 第 ２ 項 第 ４ 号 ア 中 「 の 測 定 」 を 削 り 、 「 頻 度 で 行 う 」 を 「

施 設 の 規 模 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 頻 度 で 測 定 す る 」 に 改 め 、

同 号 ア (ア) 中 「 施 設 に あ っ て は 、 ２ 月 に １ 回 以 上 測 定 す る こ と 。 」 を

「 施 設  ２ 月 に １ 回 以 上 」 に 改 め 、 同 号 ア (イ) 中 「 施 設 に あ っ て は 、

６ 月 に １ 回 以 上 測 定 す る こ と 。 」 を 「 施 設  ６ 月 に １ 回 以 上 」 に 改

め 、 同 号 イ 中 「 別 表 第 ５ の ２ に 掲 げ る 施 設 の う ち 排 煙 発 生 施 設 」 を

「 排 煙 発 生 施 設 の う ち 別 表 第 ５ の ２ に 掲 げ る 施 設 」 に 改 め 、 「 に 該

当 す る 施 設 」 及 び 「 の 測 定 」 を 削 り 、 「 次 に 掲 げ る 頻 度 で 行 う 」 を

「 、 次 に 掲 げ る 施 設 の 種 類 又 は 規 模 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 頻
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度 で 測 定 す る 」 に 改 め 、 同 号 イ (ア) 中 「 に あ っ て は 、 ２ 月 に １ 回 以 上

測 定 す る こ と 。 」 を 「 （ (ウ) に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  ２ 月 に １ 回 以

上 」 に 改 め 、 同 号 イ (イ) 中 「 に あ っ て は 、 ６ 月 に １ 回 以 上 測 定 す る こ

と 。 」 を 「 （ (ウ) に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  ６ 月 に １ 回 以 上 」 に 改 め

、 同 号 イ (ウ) を 次 の よ う に 改 め る 。  

   (ウ)  別 表 第 ５ の ２ の 表 の 51 の 項 に 掲 げ る 施 設 （ ガ ス を 専 焼 さ  

せ る も の に 限 る 。 ） 、 53 の 項 に 掲 げ る 施 設 、 54 の 項 に 掲 げ

る 施 設 （ 水 蒸 気 改 質 方 式 の 改 質 器 で あ っ て 水 素 の 製 造 能 力

が 毎 時  1,000 立 方 メ ー ト ル 未 満 の も の （ 気 体 状 の 燃 料 及 び

原 料 の み を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 及 び 燃 料 電 池 用 改 質 器

に 限 る 。 ） 、 59 の ３ の 項 に 掲 げ る 施 設 、 64 の 項 に 掲 げ る 施

設 、 68 の 項 に 掲 げ る 施 設 及 び 73 の 項 に 掲 げ る 施 設  ５ 年 に

１ 回 以 上  

 第 34 条 中 第 ２ 項 を 第 ３ 項 と し 、 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  条 例 第 28 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 物 質 の 種 類 は

、 別 表 第 11 の 左 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。  

 第 36 条 第 １ 号 中 「 は 、 」 を 「 が 」 に 改 め 、 「 で き る 」 の 次 に 「 コ

ン ク リ ー ト 、 タ イ ル 等 の 」 を 加 え 、 「 と し 、 そ の 表 面 は 耐 性 」 を 「

で あ り 、 そ の 表 面 に 地 下 浸 透 禁 止 物 質 若 し く は 地 下 浸 透 禁 止 物 質 を

含 む 水 そ の 他 の 液 体 の 種 類 若 し く は 性 状 に よ り 必 要 に 応 じ て 耐 薬 品

性 及 び 不 浸 透 性 」 に 改 め 、 「 こ と 」 の 次 に 「 又 は 条 例 第 29 条 第 １ 項

の 作 業 に 係 る 施 設 の 下 に 地 下 浸 透 を 防 止 す る こ と が で き る 材 質 の 受

皿 を 設 置 す る 等 の 地 下 浸 透 禁 止 物 質 の 浸 透 を 防 止 す る 措 置 が 執 ら れ

て い る こ と 」 を 加 え 、 同 条 第 ３ 号 を 削 る 。  

 第 44 条 第 １ 項 中 「 給 油 施 設 」 の 次 に 「 （ 蒸 気 返 還 方 式 接 続 設 備 以

外 の 設 備 を 設 け る こ と に よ り 別 表 第 ４ の １ に 定 め る 規 制 基 準 に 適 合

す る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。  

 第 60 条 の ２ 第 ３ 項 中 「 次 の 」 を 「 別 表 第 16 に 定 め る 」 に 改 め 、 同

項 各 号 を 削 る 。  

 第 60 条 の ３ 中 第 ５ 項 を 第 ６ 項 と し 、 第 ４ 項 を 第 ５ 項 と し 、 同 条 第

３ 項 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 (1)  土 壌 汚 染 が 存 在 す る お そ れ が 比 較 的 少 な い と 認 め ら れ る 土 地

に お け る 土 地 の 形 質 の 変 更  

 第 60 条 の ３ 第 ３ 項 第 ２ 号 中 「 土 壌 の 掘 削 を 伴 う 」 を 「 前 号 に 掲 げ

る 土 地 以 外 の 土 地 に お け る 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ４ 項 と し 、 同 条

第 ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  条 例 第 70 条 の ３ 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 則 で 定 め る 土 地 の 形 質 の 変 更

は 、 土 壌 汚 染 が 存 在 す る お そ れ が 比 較 的 少 な い と 認 め ら れ る 土 地

（ ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 土 壌 汚 染 の お そ れ の 区 分 と し て 別 表 第 16

に 定 め る も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に お い て 行 う
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次 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

 (1)  掘 削 し た 土 壌 を 当 該 土 壌 の 掘 削 を 行 っ た 土 地 が 属 す る ダ イ オ

キ シ ン 類 管 理 対 象 地 か ら 搬 出 し な い も の  

 (2)  土 壌 の 飛 散 又 は 流 出 を 伴 う 土 地 の 形 質 の 変 更 で は な い も の  

 (3)  土 地 の 形 質 の 変 更 に 係 る 部 分 の 深 さ が 50 セ ン チ メ ー ト ル 未 満

で あ る も の  

 第 63 条 の 見 出 し 中 「 変 更 許 可 申 請 書 」 を 「 変 更 許 可 」 に 改 め 、 同

条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  条 例 第 75 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 変 更 は 、 次

に 掲 げ る 変 更 と す る 。  

 (1)  既 に 許 可 を 受 け た 揚 水 施 設 の 数 を 減 ら す 変 更  

 (2)  地 下 水 の 採 取 予 定 量 を 減 ら す 変 更  

 (3)  揚 水 機 の 吐 出 口 の 断 面 積 の 合 計 を 小 さ く す る 変 更  

 (4)  揚 水 機 を 設 置 す る 井 戸 の ス ト レ ー ナ ー の 位 置 を 深 く す る 変 更  

 (5)  揚 水 機 の 原 動 機 の 定 格 出 力 を 下 げ る 変 更  

 (6)  採 取 す る 地 下 水 の 用 途 を 条 例 第 73 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 用 途 と す る 変 更  

 第 67 条 第 １ 項 中 「 別 表 第 16 」 を 「 別 表 第 17 」 に 改 め る 。  

 第 68 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 設 置 の 届 出 を 要 し な い 特 定 小 規 模 施 設 ）  

第 68 条 の ２  条 例 第 86 条 第 １ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 特 定 小 規 模

施 設 は 、 前 条 第 １ 号 イ に 規 定 す る ガ ス エ ン ジ ン の う ち ガ ス ヒ ー ト

ポ ン プ の 動 力 に 用 い る も の （ 燃 料 の 重 油 換 算 燃 焼 能 力 が １ 時 間 当

た り 10 リ ッ ト ル 未 満 で あ る も の に 限 る 。 ） と す る 。  

 第 70 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 （ 石 綿 含 有 建 築 材 料 の 定 義 ）  

第 70 条  条 例 第 89 条 第 １ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 建 築 材 料 は 、 次

に 掲 げ る 建 築 材 料 と す る 。  

 (1)  吹 付 け 石 綿  

 (2)  石 綿 を 含 有 す る 断 熱 材 、 保 温 材 及 び 耐 火 被 覆 材 （ 吹 付 け 石 綿

を 除 く 。 以 下 「 石 綿 含 有 断 熱 材 等 」 と い う 。 ）  

 (3)  石 綿 布  

 (4)  石 綿 を 含 有 す る セ メ ン ト 建 材 （ 成 形 板 に 限 る 。 以 下 「 石 綿 含

有 セ メ ン ト 建 材 」 と い う 。 ）  

 (5)  石 綿 を 含 有 す る 仕 上 塗 材 及 び 下 地 調 整 塗 材 （ 以 下 「 石 綿 含 有

仕 上 塗 材 等 」 と い う 。 ）  

 第 70 条 の 次 に 次 の ２ 条 を 加 え る 。  

 （ 石 綿 排 出 作 業 の 定 義 ）  

第 70 条 の ２  条 例 第 89 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 作 業 は 、 次

に 掲 げ る 作 業 と す る 。  
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 (1)  吹 付 け 石 綿 が 使 用 さ れ て い る 建 築 物 等 を 解 体 し 、 改 造 し 、 又

は 補 修 す る 作 業  

 (2)  石 綿 含 有 断 熱 材 等 が 使 用 さ れ て い る 建 築 物 等 を 解 体 し 、 改 造

し 、 又 は 補 修 す る 作 業  

 (3)  石 綿 布 が 使 用 さ れ て い る 建 築 物 等 を 解 体 し 、 改 造 し 、 又 は 補

修 す る 作 業  

 (4)  石 綿 含 有 セ メ ン ト 建 材 が 使 用 さ れ て い る 建 築 物 等 を 解 体 し 、

改 造 し 、 又 は 補 修 す る 作 業 （ 当 該 作 業 の 対 象 と な る 建 築 物 等 の

部 分 に お け る 石 綿 含 有 セ メ ン ト 建 材 の 使 用 面 積 の 合 計 が  1,000  

平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る も の に 限 る 。 ）  

 (5)  石 綿 含 有 仕 上 塗 材 等 が 使 用 さ れ て い る 建 築 物 等 を 解 体 し 、 改

造 し 、 又 は 補 修 す る 作 業  

 （ 開 始 の 届 出 を 要 し な い 石 綿 排 出 作 業 ）  

第 70 条 の ３  条 例 第 92 条 第 １ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 石 綿 排 出 作

業 は 、 前 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 石 綿 排 出 作 業 と す る 。  

 第 71 条 中 「 第 92 条 第 １ 項 第 ６ 号 」 を 「 第 92 条 第 １ 項 第 ７ 号 」 に 改

め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 石 綿 排 出 作 業 」 の 次 に 「 の 工 程 を 明 示 し た 石 綿

排 出 工 事 」 を 加 え 、 同 条 第 ３ 号 中 「 石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 を

施 工 す る 者 」 を 「 石 綿 排 出 工 事 の 元 請 業 者 又 は 自 主 施 工 者 」 に 改 め

、 同 条 第 ６ 号 中 「 大 気 中 の 石 綿 濃 度 等 の 」 及 び 「 （ 以 下 「 石 綿 濃 度

等 の 測 定 」 と い う 。 ） 」 を 削 る 。  

 第 71 条 の ２ か ら 第 71 条 の ７ ま で を 削 る 。  

 第 72 条 の 見 出 し 中 「 測 定 」 を 「 測 定 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 石 綿 濃

度 等 の 」 を 「 条 例 第 93 条 の 規 定 に よ る 」 に 、 「 行 う も の と す る 」 を

「 行 わ な け れ ば な ら な い 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 中 「 第 70 条 第 １ 号 か

ら 第 ３ 号 ま で 」 を 「 第 70 条 の ２ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 」 に 、 「 同 条 第 ４

号 」 を 「 同 条 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る

。  

２  条 例 第 93 条 の 規 定 に よ る 測 定 の 結 果 は 、 測 定 の 年 月 日 及 び 時 刻

、 測 定 者 、 測 定 箇 所 並 び に 測 定 方 法 を 明 ら か に し て 記 録 し 、 そ の

記 録 を 石 綿 排 出 工 事 が 終 了 し た 日 か ら ３ 年 間 保 存 し て お か な け れ

ば な ら な い 。  

 第 72 条 の ２ を 次 の よ う に 改 め る 。  

 （ 石 綿 濃 度 等 の 測 定 を 要 し な い 石 綿 排 出 作 業 ）  

第 72 条 の ２  条 例 第 93 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 石 綿 排 出 作 業 は 、

第 70 条 の ２ 第 ５ 号 に 掲 げ る 石 綿 排 出 作 業 と す る 。  

 第 72 条 の ３ の 見 出 し 中 「 説 明 」 を 「 報 告 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 94

条 の ２ 」 を 「 第 93 条 の ２ 」 に 、 「 説 明 」 を 「 報 告 」 に 改 め る 。  

 第 72 条 の ４ の 見 出 し 中 「 説 明 の 事 項 」 を 「 報 告 事 項 」 に 改 め 、 同

条 中 「 第 94 条 の ２ 」 を 「 第 93 条 の ２ 」 に 、 「 第 72 条 の ２ 各 号 」 を 「
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次 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

 (1)  石 綿 排 出 作 業 の 工 程 を 明 示 し た 石 綿 排 出 工 事 の 工 程 表  

 (2)  石 綿 排 出 作 業 の 一 連 の 作 業 の 状 況 を 示 し た も の  

 (3)  条 例 第 93 条 の 規 定 に よ る 測 定 の た め に 石 綿 排 出 作 業 を 行 う 場

所 で 試 料 を 採 取 し た 際 の 状 況 を 示 し た も の  

 (4)  石 綿 排 出 作 業 の 計 画 と 実 際 の 作 業 と の 相 違 点  

 (5)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 第 ７ 章 第 ２ 節 中 第 72 条 の ４ の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 石 綿 排 出 作 業 の 完 了 の 届 出 ）  

第 72 条 の ５  条 例 第 94 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 前

条 各 号 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

 第 82 条 第 １ 項 中 「 別 表 第 16 」 を 「 別 表 第 17 」 に 改 め る 。  

 第 88 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ６ 号 」 を 「 第 ２ 条 第 ２ 項

第 ７ 号 」 に 改 め る 。  

 第 91 条 第 １ 項 中 「 別 表 第 17 」 を 「 別 表 第 18 」 に 改 め る 。  

 別 表 第 １ の 51 の 項 中 「 (23) ま で 」 を 「 (27) ま で 」 に 改 め 、 同 表 の 67 の

項 中 「 の 合 計 」 を 削 る 。  

 別 表 第 ４ の １ の 表 給 油 施 設 の 項 中 「 こ と 」 の 次 に 「 、 凝 縮 式 処 理

設 備 若 し く は 吸 着 式 処 理 設 備 を 設 け る こ と 又 は こ れ ら と 同 等 以 上 の

効 果 を 有 す る 設 備 を 設 け る こ と 」 を 加 え 、 同 表 の 備 考 中 「 水 素 炎 イ

オ ン 化 検 出 器 付 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 法 」 の 次 に 「 そ の 他 適 切 な 方 法

」 を 加 え 、 別 表 第 ４ の ２ (1) の 表 の 備 考 ２ (2) 、 (3) 及 び (6) 中 「 水 素 炎 イ

オ ン 化 検 出 器 付 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 法 」 の 次 に 「 、 規 格 Ｋ 0095 に 定

め る 方 法 そ の 他 適 切 な 方 法 に よ り 試 料 を 採 取 し 、 規 格 Ｋ 0114 又 は 規

格 Ｋ 0123 に 定 め る 方 法 に よ り 測 定 す る 方 法 」 を 加 え る 。  

 別 表 第 17 を 別 表 第 18 と し 、 別 表 第 16 を 別 表 第 17 と し 、 別 表 第 15 の

次 に 次 の １ 表 を 加 え る 。  

別 表 第 16 （ 第 60 条 の ２ 第 ３ 項 ）  

    ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 土 壌 の 汚 染 状 況 の 調 査 方 法  

１  調 査 対 象 地 の 設 定  

  調 査 対 象 地 は 、 次 に 掲 げ る 調 査 の 区 分 ご と に そ れ ぞ れ 次 に 定 め

る と お り と す る 。  

 (1)  条 例 第 70 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 行 う ダ イ オ キ シ ン 類 管 理

対 象 事 業 所 の 廃 止 時 の 調 査  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 の

敷 地  

 (2)  条 例 第 70 条 の ３ 第 ２ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 行 う ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象

地 に お け る 土 地 の 形 質 の 変 更 時 の 調 査  土 地 の 形 質 の 変 更 又 は

土 地 の 一 部 の 利 用 方 法 の 変 更 を 行 う 範 囲  

２  資 料 等 調 査  
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  調 査 実 施 者 は 、 調 査 対 象 地 が 属 す る ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地

に つ い て 、 条 例 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 記 録 そ の 他 の 資 料 の 調

査 、 関 係 者 に 対 す る 聞 き 取 り 、 現 場 の 踏 査 そ の 他 の 必 要 な 調 査 に

よ り 、 第 60 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の 把 握 を 行 う も の と す る 。  

３  土 壌 汚 染 の お そ れ の 区 分 の 分 類  

  調 査 実 施 者 は 、 ２ の 資 料 等 調 査 に よ り 把 握 し た 情 報 に よ り 、 調

査 対 象 地 を 次 に 掲 げ る 区 分 に 分 類 す る も の と す る 。  

 (1)  土 壌 汚 染 が 存 在 す る お そ れ が 比 較 的 多 い と 認 め ら れ る 土 地  

   次 の い ず れ か に 該 当 す る 土 地 を い う 。 た だ し 、 ダ イ オ キ シ ン

類 特 定 施 設 が 設 置 さ れ て い た 期 間 を 通 じ て 舗 装 に よ り 覆 わ れ て

い た 場 合 そ の 他 の 構 造 上 ダ イ オ キ シ ン 類 の 土 壌 へ の 浸 透 の 可 能

性 が 低 い と 考 え ら れ る 土 地 （ 以 下 「 被 覆 さ れ た 土 地 」 と い う 。

） を 除 く 。  

  ア  ダ イ オ キ シ ン 類 特 定 施 設 が 設 置 さ れ て い た 土 地 及 び ダ イ オ

キ シ ン 類 特 定 施 設 に 係 る 建 物 が 設 置 さ れ て い た 土 地  

  イ  ダ イ オ キ シ ン 類 特 定 施 設 の 稼 働 に 伴 い 発 生 し た ダ イ オ キ シ

ン 類 を 含 む お そ れ の あ る 廃 棄 物 の 保 管 又 は 処 理 （ 埋 立 て を 除

く 。 ） を し た 土 地 及 び こ れ ら の 作 業 に 係 る 施 設 が 設 置 さ れ て

い た 建 物 の 敷 地 で あ っ た 土 地  

  ウ  ア に 係 る ダ イ オ キ シ ン 類 特 定 施 設 、 イ に 係 る 施 設 又 は こ れ

ら の 施 設 に 係 る 建 物 の 開 口 部 そ の 他 の ダ イ オ キ シ ン 類 を 含 む

固 体 又 は 液 体 の 飛 散 又 は 流 出 の お そ れ の あ る 場 所 か ら 半 径 ５

ｍ 以 内 の 範 囲 の 土 地  

  エ  ダ イ オ キ シ ン 類 を 含 む 汚 水 に 係 る 配 管 等 （ 架 空 配 管 で あ っ

て 、 破 損 等 が な く 漏 え い の お そ れ が 少 な い も の を 除 く 。 ） 又

は 処 理 施 設 が 設 置 さ れ て い た 土 地  

  オ  ダ イ オ キ シ ン 類 特 定 施 設 の 稼 働 に 伴 い 発 生 し た ダ イ オ キ シ

ン 類 を 含 む お そ れ の あ る 固 体 又 は 液 体 が 埋 め ら れ 、 飛 散 し 、

流 出 し 、 又 は 地 下 に 浸 透 し た 履 歴 の あ る 土 地  

  カ  ダ イ オ キ シ ン 類 特 定 施 設 の 稼 働 に 伴 い 発 生 し た ダ イ オ キ シ

ン 類 を 含 む お そ れ の あ る 廃 棄 物 の 搬 送 経 路 （ 以 下 「 搬 送 経 路

」 と い う 。 ） 及 び 搬 送 経 路 の 周 辺 ５ ｍ 以 内 の 土 地 （ 以 下 こ れ

ら を 「 搬 送 経 路 等 」 と い う 。 ） で あ っ て 、 搬 送 経 路 等 の う ち

ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 外 へ 搬 出 す る 場 合 の 敷 地 出 口 か ら

最 も 近 い と こ ろ に 位 置 す る 合 計  100 ㎡ の 土 地 （ 対 象 と な る 土

地 が  100 ㎡ に 満 た な い 場 合 は 、 対 象 と な る 全 て の 土 地 ）  

  キ  ア か ら カ ま で に 該 当 す る 土 地 の 土 壌 を 掘 削 し て 移 動 さ せ た

先 の 土 地 （ 条 例 第 70 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 土 壌 の 汚 染

状 況 の 調 査 を 行 わ ず に 土 壌 を 掘 削 し 移 動 さ せ た 土 地 に 限 る 。

）  
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 (2)  土 壌 汚 染 が 存 在 す る お そ れ が 比 較 的 少 な い と 認 め ら れ る 土 地  

   (1) に 掲 げ る 土 地 以 外 の 土 地  

４  試 料 採 取 等 を 行 う 区 画 の 選 定  

 (1)  調 査 実 施 者 は 、 調 査 対 象 地 の 最 も 北 に あ る 地 点 （ 当 該 地 点 が

複 数 あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の う ち 最 も 東 に あ る 地 点 と す る 。

た だ し 、 条 例 第 70 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 行 う 調 査 に あ っ て

は 、 当 該 調 査 対 象 地 を 含 む ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 の 最 も 北

に あ る 地 点 （ 当 該 地 点 が 複 数 あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の う ち 最

も 東 に あ る 地 点 ） と す る こ と が で き る 。 以 下 「 起 点 」 と い う 。

） を 通 り 東 西 方 向 及 び 南 北 方 向 に 引 い た 線 並 び に こ れ ら と 平 行

し て 10 ｍ 間 隔 で 引 い た 線 に よ り 調 査 対 象 地 を 区 画 す る も の と す

る 。 た だ し 、 区 画 さ れ る 部 分 の 数 が 、 こ れ ら の 線 を 起 点 を 支 点

と し て 回 転 さ せ る こ と に よ り 減 少 す る と き は 、 調 査 実 施 者 は 、

こ れ ら の 線 を 区 画 さ れ る 部 分 の 数 が 最 も 少 な く 、 か つ 、 起 点 を

支 点 と し て 右 に 回 転 さ せ た 角 度 が 最 も 小 さ く な る よ う に 回 転 さ

せ て 得 ら れ る 線 に よ り 、 調 査 対 象 地 を 区 画 す る こ と が で き る 。  

 (2)  (1) の 場 合 に お い て 、 調 査 実 施 者 は 、 区 画 さ れ た 調 査 対 象 地 （

以 下 「 単 位 区 画 」 と い う 。 ） で あ っ て 隣 接 す る も の に 含 ま れ る

土 地 （ 被 覆 さ れ た 土 地 を 除 く 。 ） の 面 積 の 合 計 が  130 ㎡ を 超 え

な い と き は 、 こ れ ら の 隣 接 す る 単 位 区 画 を 一 の 単 位 区 画 と す る

こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 一 の 単 位 区 画 を 当 該 調 査 対 象 地 を

区 画 す る 線 に 垂 直 に 投 影 し た と き の 長 さ は 、 20 ｍ を 超 え て は な

ら な い 。  

 (3)  調 査 実 施 者 は 、 ３ (1) に 掲 げ る ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 土 壌 汚 染

が 存 在 す る お そ れ が 比 較 的 多 い と 認 め ら れ る 土 地 を 含 む 単 位 区

画 に つ い て 、 試 料 採 取 等 の 対 象 と す る 。  

５  汚 染 の お そ れ が 生 じ た 場 所 の 位 置 に お け る 試 料 採 取 等 の 実 施  

 (1)  調 査 実 施 者 は 、 ４ (3) に よ り 試 料 採 取 等 の 対 象 と さ れ た 単 位 区

画 （ 以 下 「 試 料 採 取 等 区 画 」 と い う 。 ） の 土 壌 に つ い て 、 土 壌

の 採 取 及 び 当 該 土 壌 に 含 ま れ る ダ イ オ キ シ ン 類 の 量 の 測 定 を 行

う も の と す る 。  

 (2)  土 壌 の 採 取 は 、 次 の 地 点 ご と に 汚 染 の お そ れ が 生 じ た 場 所 の

位 置 か ら 深 さ ５ cm ま で の 土 壌 を 採 取 す る も の と す る 。 た だ し 、

当 該 場 所 の 位 置 が 、 農 用 地 等 人 為 的 な か く は ん が 行 わ れ て い る

場 所 で あ る 場 合 は 、 汚 染 の お そ れ が 生 じ た 場 所 の 位 置 か ら 深 さ

30 ㎝ ま で の 土 壌 を 採 取 す る も の と し 、 条 例 第 70 条 の ３ 第 ２ 項 （

同 条 第 ７ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 除 く 。 ） の 規 定

に よ り 行 う ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 に お け る 土 地 の 形 質 の 変

更 時 の 調 査 に あ っ て は 、 土 地 の 形 質 の 変 更 に 係 る 部 分 の 深 さ よ

り も 深 い 位 置 に あ る 土 壌 に つ い て は 、 当 該 採 取 の 対 象 か ら 除 く
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こ と が で き る 。  

  ア  イ に 規 定 す る 土 地 以 外 の 土 地 に 係 る 試 料 採 取 に あ っ て は 、

試 料 採 取 等 区 画 の 中 心 の 地 点 （ 当 該 地 点 が 被 覆 さ れ た 土 地 に

該 当 す る 場 合 は 、 そ れ 以 外 の 部 分 に お け る 任 意 の 地 点 。 以 下

同 じ 。 ） 及 び 同 地 点 の 周 辺 ４ 方 向 に 位 置 し 、 か つ 、 同 地 点 か

ら  2.5 ｍ 以 上 離 れ た 当 該 試 料 採 取 等 区 画 内 に あ る ４ 地 点 の 合

計 ５ 地 点 （ 試 料 採 取 等 区 画 の 状 況 に よ り 、 試 料 採 取 等 区 画 の

中 心 の 地 点 か ら  2.5 ｍ 以 上 離 れ た 場 所 に 被 覆 さ れ た 土 地 以 外

の 土 地 が 存 在 し な い 場 合 又 は 土 地 の 傾 斜 が 著 し い 場 合 そ の 他

の 理 由 に よ り こ れ ら の 場 所 に お い て 土 壌 を 採 取 す る こ と が 困

難 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 調 査 地 点 の 代 表 性 が 確 保 で き

る 当 該 試 料 採 取 等 区 画 内 の ５ 地 点 と す る こ と が で き る 。 ） で

土 壌 を 採 取 す る も の と す る 。 た だ し 、 試 料 採 取 等 区 画 内 に お

い て 、 被 覆 さ れ た 土 地 以 外 の 土 地 の 面 積 の 合 計 が 80 ㎡ 未 満 で

あ る 場 合 に あ っ て は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 面 積 に 応 じ て 同

表 の 右 欄 に 掲 げ る 試 料 採 取 地 点 数 と す る こ と が で き る 。  

試 料 採 取 等 区 画 内 の 面 積  

（ 被 覆 さ れ た 土 地 を 除 く 。 ）   
試 料 採 取 地 点 数  

60 ㎡ 以 上 80 ㎡ 未 満  ４ 地 点 以 上  

40 ㎡ 以 上 60 ㎡ 未 満  ３ 地 点 以 上  

20 ㎡ 以 上 40 ㎡ 未 満  ２ 地 点 以 上  

20 ㎡ 未 満  １ 地 点 以 上  

  イ  ３ (1) エ に 係 る 土 地 の う ち ダ イ オ キ シ ン 類 を 含 む 汚 水 に 係 る

配 管 等 が 設 置 さ れ て い た 土 地 に 係 る 試 料 採 取 に あ っ て は 、 試

料 採 取 等 区 画 の う ち 、 排 水 管 及 び 排 水 路 の 継 ぎ 目 、 集 水 升 の

付 近 等 汚 染 の お そ れ が 最 も 多 い １ 地 点 で 土 壌 を 採 取 す る も の

と す る 。  

 (3)  土 壌 に 含 ま れ る ダ イ オ キ シ ン 類 の 量 の 測 定 は 、 (2) に よ り 採 取

し た 土 壌 を 風 乾 さ せ た 後 、 ふ る い 操 作 を 行 い 、 ２ ㎜ の 目 の ふ る

い を 通 過 し た も の （ (2) ア に よ り 試 料 採 取 等 区 画 内 の 複 数 地 点 で

土 壌 を 採 取 し た 場 合 は 、 ２ ㎜ の 目 の ふ る い を 通 過 し た 土 壌 を 、

そ れ ぞ れ 同 じ 重 量 混 合 し た も の ） を 環 境 庁 告 示 第 68 号 別 表 に 定

め る 方 法 に よ り 測 定 す る こ と に よ り 行 う 。  

   な お 、 環 境 庁 告 示 第 68 号 別 表 備 考 ３ に 規 定 す る 簡 易 測 定 方 法

に よ り 測 定 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 、 測 定 に よ り 得 ら れ た 値 （

以 下 「 簡 易 測 定 値 」 と い う 。 ） に ２ を 乗 じ た 値 を 上 限 、 簡 易 測
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定 値 に  0.5 を 乗 じ た 値 を 下 限 と し 、 そ れ ら の 範 囲 内 の 値 を 同 表

に 定 め る 方 法 に よ り 測 定 し た 値 と み な す 。 た だ し 、 簡 易 測 定 値

が    500pg-TEQ/g   を 超 え た 場 合 は 、 さ ら に 当 該 土 壌 を 同 表 に 定 め

る 方 法 （ 同 表 備 考 ３ に 規 定 す る 簡 易 測 定 方 法 を 除 く 。 ） に よ り

測 定 し 、 得 ら れ た 値 を も っ て 測 定 し た 値 と み な す 。  

６  汚 染 範 囲 確 定 調 査 の 実 施  

  ５ (3) の 測 定 の 結 果 、 土 壌 中 の ダ イ オ キ シ ン 類 の 量 が   250pg-TEQ/   

g （ 以 下 「 調 査 指 標 値 」 と い う 。 ） 以 上 で あ る こ と が 確 認 さ れ た

場 合 に あ っ て は 、 次 の と お り 汚 染 範 囲 を 確 定 す る た め の 試 料 採 取

等 を 行 う も の と す る 。  

  な お 、 (1) 又 は (3) に よ る 試 料 採 取 等 の 結 果 、 調 査 指 標 値 以 上 の 土

壌 が 確 認 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、 さ ら に 汚 染 範 囲 を 確 定 す る た め

の 試 料 採 取 等 を (1) 又 は (3) に よ り 行 う も の と す る 。  

 (1)  調 査 指 標 値 以 上 の 土 壌 が 確 認 さ れ た 場 合 （ (2) 及 び (3) の 場 合 を

除 く 。 ）  

   当 該 土 壌 を 採 取 し た 単 位 区 画 に 隣 接 す る 単 位 区 画 の う ち 試 料

採 取 等 が 行 わ れ て い な い も の に つ い て 、 ５ の 例 に よ り 試 料 採 取

等 を 行 う こ と 。  

 (2)  ダ イ オ キ シ ン 類 を 含 む 汚 水 に 係 る 配 管 等 の 近 傍 で 調 査 指 標 値

以 上 の 土 壌 が 確 認 さ れ た 場 合  

   ３ (1) エ に 係 る 土 地 の う ち ダ イ オ キ シ ン 類 を 含 む 汚 水 に 係 る 配

管 等 が 設 置 さ れ て い た 土 地 で 調 査 指 標 値 以 上 （  1,000pg-TEQ/g  

を 超 え る 場 合 を 除 く 。 ） の 土 壌 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、 当 該 土 壌

を 採 取 し た 単 位 区 画 内 の 汚 水 の 移 動 経 路 の 直 下 の 土 壌 を 露 出 さ

せ 、 目 視 に よ り 土 壌 の 状 況 を 確 認 す る 方 法 等 に よ り 適 当 な 地 点

を 選 定 し 、 ５ (2) イ 及 び (3) の 例 に よ り 試 料 採 取 等 を 行 う こ と 。  

 (3)  搬 送 経 路 等 に お い て 調 査 指 標 値 以 上 の 土 壌 が 確 認 さ れ た 場 合  

   ３ (1) カ に 係 る 土 地 で 調 査 指 標 値 以 上 の 土 壌 が 確 認 さ れ た 場 合

は 、 搬 送 経 路 等 で あ っ て 試 料 採 取 等 が 行 わ れ て い な い 土 地 の う

ち 、 搬 送 経 路 等 の う ち ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 外 へ 搬 出 す る

場 合 の 敷 地 出 口 か ら 最 も 近 い と こ ろ に 位 置 す る 合 計  100 ㎡ の 土

地 （ 対 象 と な る 土 地 が  100 ㎡ に 満 た な い 場 合 は 、 対 象 と な る 全

て の 土 地 ） を 含 む 単 位 区 画 に つ い て 、 ５ (2) ア 及 び (3) の 例 に よ り

試 料 採 取 等 を 行 う こ と 。  

７  深 度 方 向 調 査 の 実 施  

 (1)  調 査 実 施 者 は 、 ５ 又 は ６ に よ り 行 っ た 調 査 の 結 果 、 ダ イ オ キ  

  シ ン 類 に よ る 土 壌 汚 染 に 係 る 基 準 （ 第 60 条 の ４ に 定 め る 基 準 を  

  い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 適 合 し な か っ た 地 点 が あ る と き は 、 隣 接  

  す る 全 て の 単 位 区 画 に お け る 試 料 採 取 等 の 結 果 と 比 べ 、 高 い 濃  

  度 が 検 出 さ れ た 地 点 で 試 料 採 取 等 を 行 う も の と す る 。  
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 (2)  試 料 採 取 等 の 方 法 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

  ア  地 表 面 又 は 汚 染 の お そ れ が 生 じ た 場 所 の 位 置 か ら 、 深 さ ５

㎝ ま で 、 ５ ㎝ か ら 10 ㎝ ま で 、 10 ㎝ か ら 15 ㎝ ま で 及 び 15 ㎝ か ら

20 ㎝ ま で の 各 深 度 で 土 壌 を 採 取 す る こ と 。  

  イ  ア に よ り 採 取 さ れ た そ れ ぞ れ の 土 壌 に つ い て 、 ５ (3) の 方 法

に よ り 測 定 す る こ と 。  

 (3)  (2) ア に お け る 深 度 15 ㎝ か ら 20 ㎝ ま で の 土 壌 の 試 料 採 取 等 の 結

果 、 ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 土 壌 汚 染 に 係 る 基 準 を 超 過 し て い る

場 合 に あ っ て は 、 ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 土 壌 汚 染 に 係 る 基 準 以

下 に な る と 予 想 さ れ る 深 度 ま で 適 当 な 間 隔 を お い て (2) の 例 に よ

り 試 料 採 取 等 を 実 施 す る こ と 。  

 第 17 号 様 式 の ２ 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。  

 第 28 号 様 式 中 「 第 63 条 」 を 「 第 63 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

 第 29 号 様 式 中  

「  

変 更 事 項  □  許 可 申 請 者 の 氏 名 、 名 称 又 は 住 所 の 変 更  

□  法 人 代 表 者 の 氏 名 の 変 更  

□  そ の 他 （               ）  

                             」  

を  

「  

変 更 事 項  □  許 可 申 請 者 の 氏 名 、 名 称 又 は 住 所 の 変 更  

□  法 人 代 表 者 の 氏 名 の 変 更  

□  条 例 第 75 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 変 更  

□  そ の 他 （               ）  

                             」  

に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 88 条

第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 17 号 様 式 の ２ の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施

行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例

施 行 規 則 第 60 条 の ３ 第 ４ 項 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に

横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 58 号 ） 第 70 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 に つ い て 適

用 す る 。  




